
１. 出品者の要件は次のとおりです。

(1)伊江村内で製造所、加工所、販売している商品がある法人又は個人事業者であること。

(2)国税、地方税・会費等村に対する金銭債務に滞納がないこと。

(3)飲食物については、必要な各営業・販売許可証、又は、営業届済証の交付を受けていること。

(4)事業者（法人の場合その代表者を含む。以下同じ。）若しくはその従業者 が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 項 に規定する暴

力団員をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員 を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない 者の統制下にないこと。事

業所が反社会的勢力等に一切関与していないこと。

２. 出品者は、返礼品の送付依頼や商品クレームなどに対し、迅速かつ丁寧な 対応をお願いします。 

１. 伊江村のＰＲ及び地域振興に繋がるような商品で、総務省が定める以下のいずれ かの要件を満たすものとします。

 ①伊江村内で生産されたもの

 ②伊江村内で原材料の主要な部分（重量や付加価値が半分以上）が生産された もの

 ③伊江村内で製造・加工の主要な行程がなされたもの

 ④伊江村内で生産されたもので、流通構造上、近隣の他市町村で生産されたものと混在することが避けられないもの

 ⑤村のキャラクターグッズ、オリジナルグッズなどその特徴から伊江村独自の返礼品とわかるもの 例）タッちゅんグッズ

 ⑥ ①～⑤に該当する品物（主）と当該品物と関連性を持った品物（副）とを組み合わせて提供するもの 例）村内産そば＋村内産つゆ

 ⑦村内で提供されるサービスであるもの ※宿泊・体験チケット等を含む

 ⑧沖縄県が指定する「共通返礼品」（沖縄そば・オリオンビール）であるもの

２. 返礼品は、単品又は複数（詰め合わせ等）のどちらでも可とし、何品でも応募可能です。

３. 食品においては、食品衛生法、JAS法(日本農林規格等に関する法律)、牛トレーサビリティ法（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法）、

景品表示法(不当景品類、及び不当表示防止法)を順守したものであること。

４. 返礼品が賞味期限又は消費期限を有する飲食物の場合は、応募の際に明示してください。

５. 各種返礼品は、該当する保険等に加入していること。

６. 品質及び数量の面において安定供給が見込めること。但し、期間限定及び数量限定で供給可能なものも取り扱うものとする。

７. 事業者から寄付者に、所定の時期に、速やかに発送、対応できること。

８. 飲食物は、商品到着後1週間以上の賞味期限が保証されていること。

９. 村外事業者が取扱う商品については、原材料の主要な部分に村の地場産品をどれだけ使用していることが明確に分かるよう商品名や商品説明に記載してください。

１. 買取価格は、相場変動等により随時変更できますが、いったん寄附の申込を受けた返礼品の買取価格は変更できません。

２. 送料は、実費を村が別途負担します。

３. 各返礼品に対応する寄附額は、当該返礼品の調達に要する経費を考慮して、寄附額の３割以内となるように村が決定します。

提出書類

募集要項をご確認いただいた上で、出品を希望される場合は次の書類を伊江村役場 総務課へ提出してください。

 <1> 「伊江村ふるさと納税返礼品出品誓約書」（様式１号）

 <2>  会社概要（パンフレットでも可）

※誓約書の様式は以下のＵＲＬからダウンロードしてください。

https://www.iejima.org/furusato/docs/2025053000034/file_contents/furusato-seiyakusho.pdf

その他の

留意事項

<返礼品の納品等について>

１. 返礼品は梱包・送り状を貼付の上、伊江貨物へ持ち込みしていただきます。

２. 寄附者への発送を出品者が行う場合は、申込時にお知らせください。

<出品のメリットについて>

１. 伊江村ホームページや「ふるさとチョイス」、「楽天市場」、「ふるなび」、「ANAのふるさと納税」、「JALふるさと納税」、「au PAY ふるさと納税」、

「セゾンのふるさと納税」、「JRE MALL」、「KABU＆ふるさと納税」、「ふるラボ」などのふるさと納税サイト、村が作成・配布するパンフレット等に返礼品の画

像、名称及び紹介文、事業者名等を掲載します。

更に村が各メディアへの情報提供、村内外のイベント等において積極的に広報するため、事業者名及び商品のＰＲ効果が期待できます。

２. 返礼品の送付にあたり、自社の商品カタログ・チラシ等を同梱して発送することにより、出品事業者の取扱商品の販売促進、PRを行うことができます。

<個人情報について>

この事業の遂行にあたり、寄附者の個人情報（住所・氏名等）の取り扱いについては、伊江村個人情報保護条例及び関係法令を

遵守するとともに、返礼品の送付以外の目的に使用したり、第三者に漏らさないことを誓約してください。

また、出品事業者でなくなった後においても同様とします。

ただし、返礼品発送後、対象寄附者への直接販売等で入手された個人情報は除きます。

お申込み・

問い合わせ

〒905－0592

沖縄県国頭郡伊江村字東江前38

伊江村役場 総務課 ふるさと納税担当 宛

 電話：0980－49－2001 ファクシミリ：0980－49－2003

 電子メール：furusato-ie@iejima.org

 出品者の要件

返礼品の要件 

返礼品の価格

沖縄県伊江村ふるさと納税返礼品募集要項 

　伊江村へのふるさと納税の促進と、伊江村の魅力である特産品等のPR・販路促進を目的として、伊江村にふるさと納税をされた方へお贈りする返礼品

　(農水産物・特産品・宿泊・体験等のサービス等)を募集します。


